
墨田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布す

る。 
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墨田区条例第４３号 



墨田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の８の２第 

 １項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準につい 

 て定めるものとする。 

 （放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準） 

第２条 児童福祉法第３４条の８の２第１項の規定による条例で定める基準は、放課 

 後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３ 

 号）に定めるとおりとする。 

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 


